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別表 7 出航中止基準及び帰航基準
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/lj航中 tL I廿航の iJJ否の‘判断は、以 1、O))j法により 1iしヽ よす。 （砂、• ‘りに(j)

基準

（ ）単独の判断 I (O)団体による判断

出航地や案内する漁場、出航地から案 出航中止の判断は、以下のとおり

内する漁場までの間において、以下のい行います。

ずれかの状況と なっている場合、出航を ①出航 中止を判断する団体名

中止します。 I久里浜釣船部会 71 
②上記団体の代表者、連絡先 I 

• 海上瞥報 （風、 霧等）、波浪警戟、津 代表者 久里浜釣船部会代表

波警報 ・注意報の発令中 1連絡先I.久里浜支所内

出航地の波高

閏悶二塁胃 □三
・落雷のおそれがあるとき

・事業者、船長又は業務主任者のうち、
いすれか 1名でも危険と判断したとき

• その他

（ ）  

帰航基準 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航する こと

誓員□□□門 想されるとき ） 

046-835-0413 

③団体の構成員の氏名又は名称及
び登録番号

別紙 1のとお り
④出航中止の判断の方法

別紙 2のとお り
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